
   

第 12回大月市農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和 7年 12月 25日（木） 午後 14時 00分～午後 15時 00分 

２ 開催場所 大月市民会館 4階会議室 

３ 出席委員  

1番 西村 恒男  2番 矢頭 恵造  3番 藤本 賢治  4番 原  泉 

 5番 山田 政文  6番 平山 正幸  7番 斧田 孝久  8番 小俣 好三 

 9番 小宮 広督 10番  久嶋 昇 11番  安藤 睦美 12番 小俣 英二 

13番  三枝 正幹 14番 欠   席   

  欠席者 14番 庄司 有紀委員 

４ 議事日程 

  日程第１ 議事録署名委員の指名 

  日程第２ 議案第 35 号  農地法 3 条第 1 項の規定による許可申請に対し許可を求め

る件 

       議案第 36 号  農地法 5 条第 1 項の規定による許可申請に対し許可を求め

る件 

       議案第 37号  農用地利用集積等促進計画（案）に対し意見を求める件 

       議案第 38号  非農地証明書交付申請に対し承認を求める件 

       議案第 39号  青年等就農計画の認定に対し意見を求める件 

  日程第 3 その他 

５ 農業委員会事務局職員 

  事務局長 岩村 知哉  主幹 岸野 力也  会計年度職員 岡部 啓三 

６ 会議の概要 

 事 務 局    時間になりましたので始めたいと思います。互礼を行いたいと思いま

す。ご起立ください。相互に礼。ご着席ください。 

         それでは只今より、令和 7年第 12回農業委員会委員総会を開催いたし

ます。 

         会長あいさつ、西村会長よろしくお願いします。 

 会  長    暮れのお忙しい中、お集まり頂きましてありがとうございます。 



         先週の事ですけど、富士吉田で農業委員・推進委員の研修会が有りまし

た。 

         事務局と 3人で代表して行って参りました。 

         研修の内容は、地域計画のブラッシュアップそれから農地の登記基礎

知識についてと言う研修を行いました。 

         農地登記基礎知識と言うのは、主に所有者不明の農地を何とかしよう

と言う事なのですけど、法律が若干変わりまして、その所有者不明の農地

をどのようにするかと言いますと、農地バンクに登録して 40年以内の利

用権設定で貸し出しをすると言う事らしいです。 

         それで、所有者不明の農地ですけど元の所有者を見つけて、承諾を得た

りしなければいけないと思うのですけど、そこで元の所有者がどこに居

るのか探すのが、これはまた大変だと思います。 

         それで役所の書類の中に附票と言う書類が有るそうです。 

         附票の附は附属高校とか附属中学の附、「こざとへん」に付けるという

字に、票は伝票の票です。 

         この附票と言うのは、その人が転居した先と、それから現在住んでいる

現住所が全て記載されて有る書類だそうです。 

         これは本人若しくは同居する家族以外は確か取れないそうです。 

         普通の人には取れないと思います。一寸厄介な書類です。 

         その他に公示と言うのをして、2ヶ月以内に異議申し立てが無いかと言

うのが有るのだそうです。 

         それで、この二つの事がどうにもならなくなった場合には、どうするか

と言うと、都道府県の知事の裁定を仰ぐという方法を執るのだそうです。 

         何れにせよこれは大変な動力と時間が必要かなと思われる作業だと思

います。 

         一寸難しいので、これは事務局の仕事かなと思うのですけど、我々一般

の農業委員が出来るような仕事ではないかと思いました。 

         今日も何件か案件が少し多いようですが、よろしくお願いします。 

事 務 局    続きまして、開会宣告、会長お願いします。 

 会  長     本日は、庄司有紀委員がまだいらっしゃられませんけど、農業委員会等



に関する法律第 27条第 3項に規定する過半数を超えておりますので、本

日の会議の成立を宣言致します。 

 事 務 局    続きまして、議長選出。大月市農業委員会会議規則第 3 条に基づき議

長を会長にお願い致します。 

 議  長    規則に従い議長を務めさせて頂きます。着席のまま議事を進めさせて

頂きます。 

なお、会議中の発言は全て挙手のうえ、指名を受けてから起立にて発言

をお願い致します。 

議事の円滑な進行にご協力をお願い致します。 

 日程第１ 議事録署名委員の指名 

 議  長    日程第 1、議事録署名委員の指名を行います。 

8番、小俣 好三委員、9番、小宮 広督委員を指名致します。 

日程第 2 議案第 35号 

 議  長    日程第 2、議事に入ります。 

議案第 35号、農地法第 3条の規定による可申請に対し許可を求める件

を上程します。 

         申請番号 1について、事務局に説明を求めます。 

 事 務 局    議案第 35号、農地法第 3条の申請番号 1について説明します。 

         議案書の 1 ページ、2 ページの地図と 3 ページの写真を併せてご覧下

さい。 

         申請地は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇番〇、地目は畑で面積は〇〇㎡で

す。 

         譲渡人は〇〇〇〇、〇〇〇〇、譲受人は〇〇〇〇です。 

         場所は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇入り口から〇〇ｍ程南になります。 

         譲渡人は、申請地を 1/2ずつ相続により所有しておりますが、県外へ移

住しており管理が難しい事から、仲介人を通じて譲受人へ売買するもの

です。 

         譲受人は、申請地と隣接している住宅を取得し、そこを拠点に妻と野菜

を栽培する計画のようです。 

   以上ですけど、ご審議をよろしくお願いします。 



 議  長    続いて、地区担当委員に現地調査の結果及び補足説明ですが、地区担当 

        委員の山田政文委員にお願いします。 

 山田委員    今、事務局で説明したとおりですけど、写真の農地の北側に住宅が有る

のですけど、これ〇〇年以上空き家になっているのですけど、これに付随

してこの土地を買うという事でございます。 

         周辺畑が有りますが、これ今殆んど周辺の農地は耕しております。 

         住宅と農地が混在しているような地域でございます。 

         畑と言うよりこれからは住宅が少しずつ建って行くのかなと言う感じ

の場所です。 

 議  長    事務局と担当委員の説明が終わりました。 

         ただ今の説明について、質疑の有る方は挙手願います。 

         質疑が無いようですから、採決を致します。 

         賛成の方は挙手をお願いします。 

         全員賛成ですので、許可と決定致します。 

 議  長    続いて、申請番号 2について事務局に説明を求めます。 

 事 務 局    申請番号 2について説明します。 

         議案書の 1 ページ、4 ページの地図と 5 ページの写真を併せてご覧下

さい。 

         申請地は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇番〇外〇筆、地目は畑で面積は併せ

て〇〇㎡です。 

         譲渡人は〇〇〇〇、譲受人は〇〇〇〇です。 

         場所は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇より〇〇ｍ程所に位置しており、〇〇

沿いで今回一緒に購入予定の住宅裏になります。 

         譲渡人は、申請地を平成〇〇年に相続をされておりますが、県外に移住

しており住居と申請地を、仲介業者を介して売買するものです。 

         譲受人は、この住居を拠点に自家消費のための野菜を栽培する計画で

す 

         将来的には移住を考えているようです。 

         以上ですけど、ご審議をよろしくお願いします。 

 議  長    続いて、地区担当委員に現地調査の結果及び補足説明ですが、地区担当 



        委員の矢頭惠造委員にお願いします。 

 矢頭委員    19日に事務局とそれから会長さんと一緒に行って参りました。 

         これ〇〇〇〇さんと言うのですけど、〇〇歳の人ですが、その人がこの

〇〇〇〇さん〇〇歳の方に売ると言う事ですね。 

         どちらも〇〇〇とそれから〇〇〇〇に住んでおりまして、本人には行

き会えなかった訳ですけど、何れにしましても空き家ですね、最近問題に

なっている空き家を購入すると言うような事で、それに付随して近所に

有る農地を一緒に買うと言うような事のようです。 

         農地と言いましても、面積的には大分有るようなのですけど、殆んど茅

が生えたような所なので、一寸作るには難しいとは思うのですけど、一応

営農計画書も出ていまして馬鈴薯・さつま芋・タマネギ・大根・ラデッシ

ュ・枝豆・レタス・カボチャこんなような物を栽培予定にしております。 

         と言う事ですけど、実際自分が見た限りではここでは作れないと思っ

たのですけど、やはり今空き家の問題が大きくて、その空き家を買うにつ

いて、この人も〇〇さんと言う方もあそこに住んでいたのですけど、現在

〇〇〇の方に住んでいまして、そういう状況で実際、もうそこを離れたい

という気持ちが有りまして、農地も一緒に買って頂ければ、〇〇〇〇さん

は〇〇歳と言う若さで有りますけど、婚約者もおりましてそう言うよう

な事で何れ大月の方に移住をしたいと言うような予定を持っているよう

で有ります。 

         自分自身としては、その場所を見た限りではとてもここでは作れない

ではないかと思ったのですけど、そういう色んな事情が有りまして来て

頂いて大月市の住民になって頂けるのであれば、これも有難い事だなと

いうふうに思っておりますけど、色んな指摘が有るかと思いますけど、一

応私の現場を見た感じをお話しました。 

         以上です。 

 議  長    事務局と担当委員の説明が終わりました。 

         ただ今の説明について、質疑の有る方は挙手願います。 

 三枝委員    人となりとかそういう事が全く分からない段階で賛成しろと言われて

も、矢頭さんがもう一寸、人となりとか説明してくれれば。 



         大月市の人口が増えるから何でもオッケイするのか、一寸どうなのか

と、中々難しいですよね、空き家が減る、大月市の人口が増える、二つの

条件を満たせば賛成なのでしょうが、誰でもと言う事になっちゃうので

すけど、反対している訳ではないですよ、反対ではないのですけどもう一

寸人物像とか、どういう事で山梨を選んだとか人となりとか分からない

と賛成しようがないです。 

 矢頭委員    実際に本人とは行き会っていないので、どういう人なのか全く知らな

いので、何れにしましても〇〇〇と〇〇〇〇に住んでいますので、どちら

とも行き会っていないという事で。 

 三枝委員    事務局も会っていないという事ですか。 

 事 務 局    仲介業者を介して、今ネットとかそういう処で、自分で検索できますの

で、それでお互いが一致してという話になります。 

 原 委員    反対なら反対の確りした理由が必要になるのですよね、賛成なら逆に

賛成の確りした理由が欲しいという話をしている訳ですよね、その辺で

すよね。 

 平山委員    申請の理由の中で、野菜を作るというと問題有が有ると言う事ですか

ね、他に梅を植えるだとか、果樹を植えるとか農地として利用できるとか、

そういう指導とかして貰って、再度出し直しをして貰って、多分委員の皆

さんも有る程度条件的なものが整わないと中々賛成しにくいと思うので、

これはあれですか業者って司法書士だとか行政書士だとかそんなような

話をしたのですか。 

 事 務 局    行政書士さんの方からは、県外に両者住んでいまして、そこで検索して

仲介人を通じて売買に至るような話を聞いていますけど、農地と住宅が

セットと言う事で、地権者の方がどうしても裏の方も買って貰いたいと

いうのが条件のようです。 

 平山委員    家を買う条件として、農地が付いて来ると言う中々難しい話、農地を耕

作しますよと言う事だったら、審議の対象にはなると思う。 

         計画書で野菜を作るというふうに言っているのであれば、書面を信用

して。 

 事 務 局    うちの方は書面を信用して、それ以上の事は憶測できませんので。 



 平山委員    それで行くしかないと思いますけど、どうですかね。 

 議  長    よろしいですかね、採決を致します。 

         賛成の方は挙手をお願いします。 

         全員賛成ですので、許可と決定致します。 

 議  長    続いて、申請番号 3について事務局に説明を求めます。 

 事 務 局    次に申請番号 3について説明します。 

         議案書の 1 ページ、6 ページの地図と 7 ページの写真を併せてご覧下

さい。 

         申請地は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇番〇、地目は畑で面積は〇〇㎡です。 

         譲渡人は、〇〇〇〇、譲受人は〇〇〇〇です。 

         場所は、〇〇〇〇〇の〇〇を挟んで北側になります。 

         譲渡人は、令和〇年に申請地を相続されておりますが、県外に住んでお

り管理な難しい事から、宅地・建物と申請地をセットで売却を考えていた

ようです。 

         譲受人は〇〇〇〇〇〇に住んでおられますが、〇〇〇〇〇〇に別荘を

持ち、年間〇〇日程度別荘で生活をしていたようです。 

         この度、〇〇〇から〇〇〇〇〇〇の別荘まで遠いため、別荘を手放す事

になり、現在と同様の生活に良い場所を求めていた処、〇〇〇に近い宅

地・建物が見つかり、購入する目途が立ったため、譲渡人の要望である申

請地も併せて購入し、果樹栽培・自家消費のための野菜を栽培する計画で

す。 

         以上ですけど、ご審議をよろしくお願いします。 

 議  長    続いて、地区担当委員に現地調査の結果及び補足説明ですが、地区担当 

        委員の久嶋昇委員にお願いします。 

 久嶋委員    先般 12月 19日会長及び事務局と現地を確認致しました。 

         内容はただ今事務局から説明が有ったとおりであります。 

         現状は〇〇〇から北西側であり、徒歩で〇分くらいの所です。 

         家と一緒に付随している土地なのですけど求めまして、写真を見て貰

えば茅みたいなものが生えているのですけど、柑橘類の柚子の栽培をし

たいと言っているようであります。 



         問題は無いと思いますのでご審議よろしくお願いします 

議 長     事務局と担当委員の説明が終わりました。 

         ただ今の説明について、質疑の有る方は挙手願います。 

         山田委員。 

 山田委員    どこの家を買うかこれで分かりますか。 

 久嶋委員    畑の南側、〇〇側です。 

 議  長    他に有りますか。 

         原委員。 

 原 委員    〇〇さんと〇〇さんの年齢を教えて貰えますか。 

 事 務 局    〇〇さん〇〇歳、〇〇さんが〇〇歳です。 

 議  長    他にございますか。 

         無いようですから、採決を致します。 

         賛成の方は挙手をお願いします。 

         全員賛成ですので、許可と決定致します。 

 議案第 36号 

 議  長    続きまして、議案第 36号、農地法第 5条の規定による許可申請に対し

許可を求める件を上程します。 

         申請番号 1について事務局に説明を求めます。 

 事 務 局    議案第 36号、農地法第 5条の申請番号 1について説明します。 

議案書の 8 ページ、10 ページの地図と 11 ページの写真を併せてご覧

下さい。 

         申請地は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇番〇、地目は畑で面積は〇〇㎡です。 

         貸人は〇〇〇〇、借人は〇〇〇〇です。 

         場所は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇から東に〇〇ｍ程の位置になります。 

         貸人と借人は〇〇で有ります。 

         今回、〇〇〇が申請場所に個人住宅を建設するための申請となります。 

         現在、〇〇〇は市外の賃貸住宅に住んでおりますが、今回住宅を建設す

るにあたりまして、申請地が実家の隣で有る事、〇〇からの使用貸借につ

いて承諾を得た事から今回の申請に至りました。 

         以上、ご審議をお願いします。 



 議  長    続いて、地区担当委員に現地調査の結果及び補足説明ですが、地区担当 

        委員の矢頭惠造委員にお願いします。 

 矢頭委員    先程、事務局の方で説明したとおりで誤字ますけど、〇〇〇〇さんと言

うのは、今現在、〇〇〇〇〇〇の方に住んでいまして、家を建てたいとい

う事で動いたようです。 

         〇〇さんは〇〇〇〇さんの〇さんですね、何れにしても問題は無いと

思いますけど、もし何かありましたらお願いします。 

 議  長    事務局と担当委員の説明が終わりました。 

         ただ今の説明について、質疑の有る方は挙手願います。 

         質疑が無いようですから、採決を致します。 

         賛成の方は挙手をお願いします。 

         全員賛成ですので、許可相当と決定致します。 

 議  長    続いて、申請番号 2について事務局に説明を求めます。 

 事 務 局    申請番号 2、議案書の 8ページ、12ページの地図と 13ページの写真を

併せてご覧下さい。 

         申請地は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇番〇外〇筆、地目は田で面積は併せて

〇〇㎡です。 

         譲渡人は〇〇〇〇、〇〇〇〇、譲受人は〇〇〇〇です。 

         場所は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇前になります。 

         今回の案件の内容につきましては、譲受人から始末書兼事業の経緯が

提出されております。一読します。 

         字〇〇〇〇番〇と〇の申請所有者は、私の〇〇に当たります。 

         〇〇は〇〇の〇〇〇に住んでおります。 

         私の家では敷地が狭く駐車場が不足していたので、申請地を借り受け

て、西側一部に平成〇〇年頃、私の〇がカーポートを設置し利用して来ま

した。 

         〇〇に接面しており重宝しております。 

         残りの土地は家庭菜園地として夏野菜を作って来ました。 

         今後は、物置 1 棟を設置するほかは、ほぼ従来通り利用していきたい

と思っております。 



         現在の居住地と申請地は約〇〇ｍの距離です。 

         ほぼ目と鼻の距離です。 

         今までも母が雑草の除去、菜園地の管理をしています。 

         車庫の部分につき、農地法所要の許可を受けずに転用したことをお詫

び申し上げます。 

         今後は、このような不始末の無いよう注意します事、お誓い申し上げま

す。 

         なお、この〇筆の間には〇〇番〇の土地が介在しており面積は〇〇㎡

になります。 

         登記簿は個人の名義になっておりますが、事実として、地中を〇〇〇〇

〇〇〇〇〇の〇〇が通っております。 

         今回、それに悪影響が及ばないように注意を払い、上記のとおり利用し

て行きたいと思っております。以上です。 

         なお、今回の転用につきましては、〇〇〇〇〇〇〇〇からの同意を得て

いる事を報告します。 

         以上、ご審議をお願いします。 

 議  長    続いて、地区担当委員に現地調査の結果及び補足説明ですが、地区担当 

        委員の小俣英二委員にお願いします。 

 小俣（英）委員  先週の金曜日、会長と事務局と現地調査して参りました。 

         事務局がお話ししたとおりで、大変細かく説明して頂いたので、私とし

ては補足説明もないのですけど、一番心配だったのが最後の方に出てき

た〇〇〇〇〇〇〇〇〇の地下の方に〇〇〇と言う〇〇が埋設して有りま

して、〇〇〇の方に同意書を取り付けて有りますので、今後とも何ら問題

は無かろうと思いますけど、皆さんご審議の程よろしくお願いします。 

  議  長   事務局と担当委員の説明が終わりました。 

         ただ今の説明について、質疑の有る方は挙手願います。 

         山田委員。 

  山田委員   別に異議が有る訳ではないのですが、もう一回確認したいのですが、〇

〇さんと〇〇さんと〇〇さんとどういう関係でしたっけ。 

 小俣（英）委員 私の隣の組にあたりまして、私の自宅から〇〇ｍ位で良く知っている家



庭で有ります。 

         この〇〇さんと言う方のお父さん〇〇〇〇さんの〇〇さんが、譲渡人

の〇〇〇〇さん〇〇に住んでいる方なのですけど、〇〇さんにしては〇

〇に当たる方で、先程お話が有ったように今から 20年位前、平成〇〇年

約〇〇年前ですか、土地を買わないかと言う話が有ったらしいのですね、

〇〇さんのお父さんの〇〇〇〇さんに、現在お高齢でとある〇〇に〇〇

されている方なのですけど、まあ〇の土地なので今直ぐに急いで買う事

も無いから野菜作りに管理しながら借りていれば良いとか言って、その

時は購入しなかったそうです。 

         それが今年の正月の始めに、〇〇さんと言う方から再度買って貰うか

土地を返してくれと言う話が有ったので、車庫も作ってある手前、今更返

す訳にはいかないで〇〇さんと〇〇さんが話し合って買う事になって、

色々調べた処、先程お話が有った〇〇㎡と少ない土地なのですけど、〇〇

さんと言う第三者が入ったりして、何か大分厄介で県迄行って、私の処に

話が有ったのが 3月の始めだったのです。 

         年内の内にけりをつけたいので、私が〇〇行政書士にどうなっている

のかと聞いた処、県から指示が来てないので、〇〇さんもう少し待って下

さいと言われたので一寸心配していたのですが今日の議事にあたって何

とか都合の良いように任しておいたのでやっとこの日が来たので安心し

ています。 

 議  長    他に質疑の有る方いますか。 

無いようですから、採決を致します。 

         賛成の方は挙手をお願いします。 

         全員賛成ですので、許可相当と決定致します。 

 議  長    続いて、申請番号 3について事務局に説明を求めます。 

 事 務 局    申請番号 3、議案書の 9ページ、14ページの地図と 15ページの写真を

併せてご覧下さい。 

         申請地は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇番〇、地目は畑で面積は〇〇㎡です。 

         賃貸人は〇〇〇〇、賃借人は〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

です。 



         賃貸人は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇の地権者で有ります。 

         場所は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇西隣になります。 

         〇〇〇〇〇〇〇〇〇の〇〇は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇に所在します。 

         〇〇年〇月に〇〇〇〇〇に〇〇〇〇を操業開始しております。 

         事業内容ですが、トラック・トレーラー・バス・商用車・農業機械・産

業車両用電装部品設計・開発・製造・組み立てを業としている法人で有り

ます。 

         今回の申請理由として、製造拠点としている大月工場へのアクセスは、

〇〇〇〇・〇〇〇〇から〇〇〇〇〇〇〇〇〇に向かう道路を利用してお

りますが、この道が狭小のため小型の運搬車しか通行出来ず業務に支障

をきたしております。 

         今後 10トン級の大型車両による運搬が必要不可欠になる事から、新た

に大型車の搬入搬出路及び従業員・来客用の駐車場を併せて整備するか

計画です。 

         以上、ご審議お願いします。 

 議  長    続いて、地区担当委員に現地調査の結果及び補足説明ですが、地区担当 

        委員の平山正幸委員にお願いします。 

 平山委員    19日に会長事務局と現地を見て参りました。 

         事務局が説明したとおりです。 

         〇〇〇〇〇〇の丁度入り口の所から〇〇〇〇〇の入り口が有りまして、

とても大型のトラックが入れるような用地が無くて、賃貸人の〇〇さん

が現在工場に貸して有る地続きで農地を所有していまして、その近くの

地図の斜線の所にあたります。 

         そこを借りて駐車場とかに誘致すれば、〇〇ともアクセスが取りやす

いという事も有りますし、特に問題ないと思いますので、よろしくご審議

をお願い致します。 

 議  長    事務局と担当委員の説明が終わりました。 

         ただ今の説明について、質疑の有る方は挙手願います。 

         質疑が無いようですから、採決を致します。 

         賛成の方は挙手をお願いします。 



         全員賛成ですので、許可相当と決定致します。 

 議  長    続いて、申請番号 4について事務局に説明を求めます。 

 事 務 局    申請番号 4、議案書の 9ページ、16ページの地図と 17ページの写真を

併せてご覧下さい。 

         申請地は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇番〇、地目は畑で面積は〇〇㎡で

す。 

         譲渡人は〇〇〇〇、譲受人は〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇です。 

         場所は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇から北西に〇〇ｍ程になります。 

         譲渡人は、平成〇〇年に申請地を相続しましたが、県外に住んでおり管

理が出来ない事から、現在、耕作放棄地となっております。 

         今回、隣接する宅地と建物をセットが必須条件として、譲受人へ売買す

るものです。 

         既に宅地と建物は譲受人が取得しております。 

         譲受人は、〇〇〇〇を業としておりますが、他に〇〇〇〇〇〇〇、〇〇

〇〇〇〇〇〇〇4種の業務を行っております。 

         現在の事務所は敷地規模が小さく、買い取り〇〇〇〇で使用する〇〇・

〇〇・〇〇〇〇〇等を十分に保管するスペースがなく、倉庫を借用して保

管しているようです。 

         今回取得した宅地・建物と申請地を資材置き場として一体利用する計

画のようです。 

         以上、ご審議お願いします。 

 議  長    続いて、地区担当委員に現地調査の結果及び補足説明ですが、地区担当 

        委員の矢頭惠造委員にお願いします。 

 矢頭委員    今、事務局で紹介したとおりでございますけど、農地と言うのは大体入

って行くのに赤道と言うのが有るのですけど、その道は丁度その購入し

た土地を通っていかなければ行けないような事になっておりまして、私

もその土地は毎回利用状況調査で見てはいるのですけど、もういい加減

に山林化したような所なので、何とかして欲しいなあと思っていた所な

のですけど、今回農地と共に買うという事で大分処理できるような事に

なったようでございます。 



         何れにしましても、説明したとおりでございますので、何ら問題は無い

と思いますけど、どうかよろしくお願い致します。 

 議  長    事務局と担当委員の説明が終わりました。 

         ただ今の説明について、質疑の有る方は挙手願います。 

         質疑が無いようですから、採決を致します。 

         賛成の方は挙手をお願いします。 

         全員賛成ですので、許可相当と決定致します。 

 議案第 37号 

議  長    続きまして議案第 37号、農用地利用集積等促進計画（案）に対し意見 

を求める件を上程します。 

        この件は、産業観光課農林業担当の所管ですので、申請番号 1につい 

て担当の條々主事に説明を求めます。 

條々主事    農林業担当の條々より、利用権の説明をさせて頂きます。 

        資料の訂正を行いたいと思いますけど、3筆〇〇〇・〇〇〇・〇〇〇と 

3筆入っていますけど、中間管理機構との協議の中で三つ目の〇〇〇に関 

しては今回の利用権からは外す事になりましたので、斜線の方をお願い 

致します。 

        今回大月市内にて営農する〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇が、対象農 

地 2筆〇〇〇㎡を貸借するという内容になっております。 

 当該農地では、露地野菜の栽培を予定しております。 

 今回法人の経営者は大月市の認定農業者でもある〇〇〇〇氏で、〇〇 

〇〇氏の名義で〇〇〇㎡の農地を耕作している状況です。 

 法人名義での貸借は今回が初めてとなりますが、適切な耕作が行われ 

るものと思われます。 

 収穫した作物は販売を予定しているという事で、利用権設定を行う事 

で意欲ある農業者へ農地の配分をする事が出来、大月市の農業振興に 

繋がると考えられますので、本案件の審議をよろしくお願いします。 

議  長    続いて、地区担当委員に現地調査の結果及び補足説明ですが、地区担当 

委員の藤本賢治委員にお願いします。 

藤本委員    19日に会長さん事務局と現地を見て来ました。 



        場所は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇の南に〇〇ｍ位の所です。 

        貸主の〇〇さんは、もう〇〇年前から家に居なくて〇〇に住んでいる 

ようです。 

 そんなような関係も有りまして、当該地はこう耕作放棄地となってお 

ります。 

 借主の〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇は、個人としては既に農業実績 

の有るこの近所に住む〇〇さんが中心となって、農業と〇〇を連携した 

〇〇〇〇の法人です。 

 その一環として、農業を行うようです。 

 耕作放棄地を耕作して貰えるという事ですので、特に問題は無いかと 

思いますが、審議よろしくお願いします。 

議  長    條々主事と担当委員の説明が終わりました。 

         ただ今の説明について、質疑の有る方は挙手願います。 

         矢頭委員。 

 矢頭委員    写真を見るとなんか白っぽい状況なのですけど、朝早くですか。 

 藤本委員    この写真は今回、〇〇さんが草を刈った後のようですので、その草が倒

れた後に写真を撮ったようで、白っぽいのだと思います。 

 議  長    よろしいですか、他にございませんか。 

         質疑が無いようですから、採決を致します。 

         賛成の方は挙手をお願いします。 

        全員賛成ですので、異議なしと決定致します。 

議案第 38号 

議  長     続きまして、議案第 38号、非農地証明申請に対し承認を求める件を

上程します。 

         申請番号 1について事務局に説明を求めます。 

事 務 局     議案第 38号非農地証明書交付申請について説明します。 

申請番号 1、議案書の 21ページ、22ページの地図と 23ページの写

真を併せてご覧下さい。 

申請地は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇番〇、地目は畑で面積は〇〇㎡です。 

申請者は〇〇〇〇です。 



 場所は、〇〇〇〇〇から北西に〇〇ｍ程の傾斜地になります。 

 申請者は、平成〇〇年に相続により取得しておりますが、県外に移住

しております。 

 取得する以前の、平成〇〇年以前から耕作放棄地となっていたよう

です 

 申請者は、今後も申請地を管理できない事からの申請になります。 

 以上、ご審議お願いします。 

議  長     続いて、地区担当委員に現地調査の結果及び補足説明ですが、地区担

当委員の平山正幸委員にお願いします。 

 平山委員     前々回、10 月 25 日の農業委員会の後に事務局から相談を受けまし

て、事務局と一緒に現地を見て参りました。 

          その時に竹が生い茂っていて、どこがどこなのかって全く分からな

い状態でしたが、最初は山林と言うような話だったので、これは山林じ

ゃあ難しいのではないか、非農地証明って出せるのかと言うそんな思

いが有りまして、事務局に法務局に相談してみたらどうかと言う話を

しました。 

          今月の 19日に事務局・会長と現地を見て参りました。 

          その時、事務局の説明によりますと法務局にも相談して、法務局でも

原野としてなら、大丈夫だろうというような話を頂いたようです。 

          と言う事で、特に問題は無いと思いますけど、よろしくご審議をお願

い致します。 

 議  長     事務局と担当委員の説明が終わりました。 

          ただ今の説明について、質疑の有る方は挙手願います。 

          山田委員。 

 山田委員     農地から原野になると税金はどういうふうになるのかな。 

 平山委員     大して変わらないですが、安くなると思います。 

 山田委員     税金が安くなる。 

          こういう所は、市内に一杯有る訳ですよ。 

          こういう明らかに農地じゃないという事で原野になるのだけれど、

これは義務と言うは有るの。 



          何でやろうと思ったのか、こういうのは分かりますか。 

 事 務 局     こちらの方に土地が無く住んで居ないで、土地もその農地以外は無

くて、こちらの方に帰ってくる事も無いですし、この農地一つだけ有る

のが一寸整理をしたいという事で、今回業者を通してうちの方に話が

有ったのですけど、何でも今は大月に農地一つしか残ってない。 

          その農地を一寸整理したいという事でお話を頂きました。 

 山田委員     要するに税金が安くなるという事。 

 事 務 局     と言うか、もう手放したいという事ですね。 

          農地としては中々手放せないのでと言う事のようです。 

 議  長     他に質疑ございますか。 

          無いようですから、採決を致します。 

          賛成の方は挙手をお願いします。 

          全員賛成ですので、承認と決定致します。 

 議案第 39号 

 議  長     続きまして、議案第 39号青年等就農計画の認定に対し意見を求める

件を上程します。 

          この件は、産業観光課農林業担当所管ですので、担当の條々主事に説

明を求めます。 

 條々主事     農林業担当の條々より説明させて頂きます。 

          追加で配布した、青年等就農計画認定申請書の方をご覧下さい。 

          この事について、令和 7年 10月 1日付で就農を開始した〇〇〇〇氏

から申請が有った、青年等就農計画について説明をさせて頂きます。 

          まず、青年等就農計画とは、これから本格的に農業を始める方や、就

農して間もない方が作成する、5年後を見据えた経営計画の事で、これ

が市町村の認定を受ける事で認定新規就農者になる事が出来ます。 

          認定に当たって関係機関の意見を聴取する事となっておりますので、

今回農業委員会総会にて議題に入れさせて頂きました。 

          この認定新規農業者になると、この認定新規農業者を対象としてい

る、日本政策金融公庫の融資や国の補助金を受ける事が出来ます。 

           認定新規農業者になるための要件として年齢要件が有り、農業経 



営開始時の年齢が 18歳以上 45歳未満の者、農業経営開始時の年齢が 65

歳未満の者で有って、農業経営開始に必要な知識・技能を有する者、こ

れらの者が役員の過半数を占める法人となり、〇〇氏は就農開始時 

に〇〇歳で有り、これを満たしています。 

         次に計画の内容ですが、就農から 5年以内、すなわち令和 12年までに

大月市の基本構想にて定める年間 1800時間未満・250万円以上の収入を

達成する内容となっている事が要件となっており、最後のページを確認

して貰いたいのですけど、こちらの収支契約の右下の方で 5年後には 300

万円の収入が持てる見込みと成っております。 

         〇〇氏の計画ではシャインマスカット・デラウェア・クイーンニーナ等

の葡萄を 6 反部程度耕作する計画となっており、富士東部農務事務所担

い手育成担当と協議した処、妥当な数字だろうという事を確認している

処です。 

         一般的に年間 250 万円以上の収入を見込める規模で有る事を確認した

処です。 

         栽培技術等について、〇〇〇の〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇にて〇年間

の研修を終え、現在も継続して技術指導を受けているとの事であり、栽培

技術については問題無いと思われます。 

         大月市にはこれまで認定新規就農者はおらず、〇〇氏が認定されれば

第 1号となります。 

         意欲ある若い就農者を支援する事で、本市の農業振興に寄与すると思

われますので、認定に当たってご意見の程よろしくお願い致します。 

 議  長    條々主事の説明が終わりました。 

         ただ今の説明について、質疑の有る方は挙手願います。 

 藤本委員    質疑ではないのですけど、一寸聞き逃したので、その要件が 18歳から

45 歳と言う事なのですけど、その後の 65 歳と言うのはどんな要件です

か、聞き逃したのでもう 1回お願いします。 

 條々主事    65 歳未満の者であっても、農業経営に必要な知識や技能を有する者と

言う事で。 

 藤本委員    と言う事は、45 歳過ぎても 65 歳まで知識と技能が有ればオーケーと



言う事ですね。 

 條々主事    特別技能が有れば、45歳過ぎていても認められますよと言う形です。 

 議  長    他に有りますか。 

         山田委員。 

 山田委員    〇〇さん良く知っているのですが、私も関わっているのですが、目標の

借り入れ地、〇〇〇の土地も入っているのですか。 

 條々主事    〇〇〇も入っています。 

 山田委員    あれは〇〇〇位有ると思うのですけど、それも。 

 條々主事    そうですね、それも含めて〇〇〇が大月で〇〇〇が〇〇で、中心が大月

なので大月で認定と言う形になっております。 

 山田委員    〇〇アールと言うのは、現状は。 

 條々主事    現状はですね、〇〇と。 

 山田委員    〇〇さんの所か。 

 條々主事    〇〇さんですね。 

 議  長    他に質疑の有る方いらっしゃいますか。 

         いようですから、採決を致します。 

         賛成の方は挙手をお願いします。 

         全員賛成ですので、異議なしと決定致します。 

日程第 3 その他 

議  長    日程第 3、その他を議題と致します。 

        委員の皆様から何かございますか。 

無なければ、事務局より何かございますか。 

 事 務 局    利用状況調査の際には、色々ご協力の方をありがとうございました。 

         調査協力委員をして頂いた方々の報酬につきましては、1月に支給した 

いと思っております。 

 また、委員さん皆さんの報酬につきましては、交付金が確定次第、年度 

内には必ず支払いの方をしたいと考えております。 

 次に、毎年の事なのですけど、「農業委員会だより」を毎年 4月の広報 

に掲載をしております。 

 作成に当たりまして、編集委員会を組織しております。 



 委員の皆様方にはお願いが有ります。 

 会長と職務代理には、編集委員の代表になって頂きまして、農業委員 3 

名、推進委員 3名の 8名体制で編集委員会の開催をしたいと考えており 

ます。 

 皆様のお手元にお配り致しました、編集委員の選出ですけども、お手元 

に配布した資料に有りますけど、笹子・初狩・大月で 1名を出して頂き、 

今、括弧「原」と有りますけど、原委員さんに纏め役になって頂いて、原 

委員さんの方に地区の方はお集まり頂く。 

 以下同様に、括弧書きの方を代表者として 1名ずつ出して頂いて、それ 

ぞれの方々に報告を頂ければと思っております。 

 この会がいったん終了してからお集まり頂いて、役員の方を決めて頂 

きたいと思います。 

 以上です。 

 議  長    それでは本日の会議は以上となります。 

本日の日程は全て終了致しました。 

         議事進行にご協力ありがとうございました。 

         職務代理に閉会をお願い致します。 

職務代理    慎重審議、どうもご苦労様でした。 

        1時間十分やったような気がします。 

        以上を持ちまして、令和 7年第 12回大月市農業委員会総会を閉会致し

ます。 

ご苦労様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         



以上は、この会議の概要を記録したものである。 

        

 令和 7年 12月 25日 

      議事録署名委員と共に署名する。 
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